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報告第３号  

 

専決事項の報告について  

 

次のとおり地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 292条において準用す

る同法第 180条第１項の規定により専決処分をしたので、同条第２項の規

定により議会に報告する。  

 

  令和６年７月 24 日提出  

 

枚 方 寝 屋 川 消 防 組 合 

管 理 者  伏 見  隆 

 

記  

 

１  専決事項  損害賠償の額を定めることについて   ２件  
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専決第４号  

 

損害賠償の額を定めることについて  

 

 次のとおり損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 292条において準用する同法第 180条第１項の規定

により専決処分をする。  

 

令和６年７月５日専決  

 

枚 方 寝 屋 川 消 防 組 合 

管 理 者  伏 見  隆 

 

記  

 

１  賠償の額      金  309,954 円  

 

２  賠償の相手方    茨木市在住者  

 

３  賠償事案の内容   令和５年７月 12 日（水）８時 54 分頃、中高層

建物火災に出動した寝屋川消防署本署配備の

梯子車が寝屋川市石津南町９番３号の交差点

に差し掛かったところ、道路左側前方を同方向

に進行中の自転車が進行方向を右に変更した

ことにより、梯子車左側前方と接触・転倒した

結果、自転車を運転していた 16 歳男性が負傷

し自転車が破損するとともに、梯子車左前方ウ

インカーが損傷したもの。  
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４  和解の内容  

⑴   枚方寝屋川消防組合は、相手方に対し本件事故による賠償の額と

して金 309,954 円を支払う。  

⑵   枚方寝屋川消防組合と相手方とは、本件事故に関し、一切異議、

請求の申し立てをしない。  
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専決第４号 参考資料  

附近見取図  

 

 

事故概況図 
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専決第５号  

 

損害賠償の額を定めることについて  

 

 次のとおり損害賠償の額の決定及び和解について、地方自治法（昭和

22 年法律第 67 号）第 292条において準用する同法第 180条第１項の規定

により専決処分をする。  

 

令和６年７月５日専決  

 

枚 方 寝 屋 川 消 防 組 合 

管 理 者  伏 見  隆 

 

記  

 

１  賠償の額      金  38,434 円  

 

２  賠償の相手方    堺市在住者  

 

３  賠償事案の内容   令和６年４月７日（日） 14 時 48 分覚知、寝屋

川市寝屋川公園 1707 番の救急事案に出動した

寝屋川消防署秦救急ステーション配備の救急

車が府道 18 号線寝屋川市太秦桜が丘 25 番付近

を東進中に、渋滞のため前方に停車していた一

般車両の運転席側ドアミラーと救急車の助手

席側ドアミラーが接触し、双方のドアミラーが

損傷したもの。  
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４  和解の内容  

⑴   本件事故の責任割合は、枚方寝屋川消防組合 100％とする。  

⑵    枚方寝屋川消防組合は、相手方に対し本件事故による賠償の額と

して 38,434 円を支払う。  

⑶    枚方寝屋川消防組合と相手方とは、本件事故に関し、一切異議、

請求の申し立てをしない。  
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専決第５号 参考資料  

附近見取図  

 

 

事故概況図 
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議案第６号  

 

救助工作車の艤装請負契約の締結について  

 

次のとおり、救助工作車の艤装請負契約を締結するにつき、地方自治

法（昭和 22年法律第 67号）第 292条において準用する同法第 96条第１項

第５号の規定により議会の議決を求める。  

 

令和６年７月 24日提出  

 

枚方寝屋川消防組合

管 理 者  伏 見  隆  

 

１  契 約 当 事 者 

発 注 者   枚方市新町１丁目７番 11 号  

枚方寝屋川消防組合  

管理者   伏見  隆  

受 注 者   兵庫県三田市テクノパーク２番地の３  

株式会社モリタ関西支店  

支店長  土居  典生  

２  契 約 金 額 金  187,000,000円  

（内消費税及び地方消費税の額  17,000,000円）  

３  契 約 保 証 金 枚方寝屋川消防組合契約規則第 39条第１号の規

定により免除  

４  件 名 救助工作車の艤装請負  

５  納 入 期 限 本契約締結日から令和７年２月 28日まで  

６  契約条項その他 契約内容に関しては、枚方寝屋川消防組合契約規

則第 34条に定める事項を記載した契約による。  

なお、この契約は枚方寝屋川消防組合議会の議決

を経て本契約の効力が生じるものとする。  



入 札 物 件 名 ：

13時00分

執　行　調　書

辞退

192,000,000

入 札 執 行 日 時 ：

金 171,176,364 円

令和6年6月25日 (火)

１　回

174,000,000

170,000,000

落札

救助工作車の艤装請負

３　回

（単位：円）

※　枚方寝屋川消防組合設定入札書比較価格

（株）モリタ　関西支店

日本機械工業（株）大阪営
業所

（株）赤尾　大阪営業部

196,000,000

9

キンパイ商事（株）

２　回

桜ホース（株）大阪営業所

　　　　　　　回　数

　指名業者


